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税 務 ア ン テ ナ
税理士の独り言

□給与、退職金等を資金繰りの都合で未払
絵本作家、ヨシタケシンスケが 40 歳で出 や分割で支払う場合には、源泉所得税は、

した絵本「りんごかもしれない」がベスト 実際の支払の際に徴収すればよく、未払の
セラーになりました。新しいものの見方、 場合にはその未払分の給与等を支払う時ま
言いにくいことを言ってみるとかの付加価 で徴収しないことになっています。
値を付けたそうです。 この場合の源泉徴収税額は、本来支払う

今後普及するＡＩによって駆逐される業 べき給与、退職金の総支給額について求め
務でも新しい価値とともに蘇ってきます。 た源泉徴収税額を、実際に支払った給与、

新しい価値観の枠組み中のニーズに気付 退職金等の支払額であん分して計算します。
き、提供できるものを変えていくためには、 未払給与がある場合の年末調整は、本年
技術的能力や知識の他に、考え方、思想、 中に支払の確定したものであれば、未払分
哲学のような本質的な人間力が求められて の給与と、その未払給与から徴収すべき税
います。新しいものが生まれてくることを 額も含めて行います。ただし、年末調整で
変化と言います。 過納額が生ずる場合には、未徴収税額を控

除した残額が還付する金額になります。
私 の 書 棚 よ り □消費税の簡易課税制度とは、基準期間中

の課税売上高が 5,000 万円以下の事業者につ
○自分の采配を「正しかったか」それ いて認められている特例計算です。
とも「間違っていたか」という物差し 課税売上高を 6 種類に事業区分して仕入
で考えたことがない。ただあるのは、 税額を計算するため、多額の設備投資をし
あの場面で最善と思える決断をしたと た場合でも消費税の還付を受けることがで
いうことだけである。 きません。この場合には、多額の設備投資

を予定している課税期間の開始前に簡易課
○大切なのは、何の仕事に就き、今ど 税制度選択不適用届出書を提出しなければ
ういう境遇にあろうとも、その物語を なりません。ただし、この簡易課税制度選
織り成しているのは自分だけだという 択不適用届出書は、簡易課税を適用した課
自負を持って、ご自身の人生を前向き 税期間の初日から 2 年を経過する日の属す
に采配していくことではないだろう る課税期間の初日以後でなければ、提出で
か。 きないことになっています。

「采配」
落合博満著 ダイヤモンド社 税務に関するご質問をお受けしております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

１２ 月 の 税 務 ス ケ ジ ュ ー ル

10 日 ○ 11 月分の源泉所得税の納付 31 日 ○ 12 月決算法人の消費税各種
選択届出書提出

31 日 ○ 10 月決算法人の確定申告
○ 31 年 4 月決算法人の中間申
告（予定申告）
○ 31 年 1 月､ 4 月､ 7 月決算法
人の消費税中間申告

今月の贈る言葉『変わらずに生き残るためには変わらなければならない』by 映画「山猫」




